
令和7年10月14日

質問回答書

売払い物件の名称：石河内第一発電所ほか５か所で発電する電気の売却

No. 回答日 質問内容 回答

1 9/29

【通知書類の押印について（契約後）】
契約後に毎月お送りする計量値のお知らせ
等の提出資料について電子印の会社印（角
印）を使用しての提出でもよろしいでしょ
うか。

問題ありません。

2 9/29
【入札書について】
封印に指定がありましたら教えてくださ
い。

指定はありません。

3 9/29

【発電計画について】
仕様書の7「対象発電所の発電計画」にて
「発電計画は最大4日後までのシミュレー
ション作成が可能」とありますが、週間
（kWhの30分値）、月間（週ごとの平日・
休日、8時から22時とそれ以外の時間帯にお
ける最大および最小電力※1時間の平均
kW）、年間（月ごとの平日・休日、8時か
ら22時とそれ以外の時間帯における最大お
よび最小電力※1時間の平均kW）でご提出
いただくことは可能でしょうか。

仕様書７に記載のとおり、発電計画の通知
方法や運転パターンの変更等については、
企業局及び契約者との協議により定めるこ
ととしており、中長期的な発電計画も含め
原則として企業局と契約者とで交わす運用
申合書で定めます。

4 9/29

【契約書について】
弊社から一般送配電事業者へ発電量調整供
給申し込みを行う際に、一般送配電事業者
の託送供給等約款における発電者に関わる
項目に発電者として遵守することを承諾し
ていただく必要がございます。そのため、
契約書に「託送供給等約款を発電者として
順守する」という文言を追記いただけます
でしょうか。
内容の変更が難しい場合、弊社様式の承諾
書に捺印をいただくことは可能でしょう
か。

契約書案については、入札公告時に想定さ
れる事項を記載したものです。
契約書については、企業局と契約者双方の
協議の上で締結することになりますので、
協議の結果として追記又は別途の承諾書と
することは可能です。

5 9/29
【設備工事について】
工事費用は発電者負担の認識でよろしいで
しょうか。

仕様書15(4)に記載のとおり、契約者の希望
により計量に係る工事を実施する場合は、
契約者負担となります。
上記を除き、契約期間内に契約書案第27条
に該当する設備工事の予定はありません。
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6 9/29

【設備ＩＤと運転開始日について】
設備ＩＤと運転開始日をご教示ください。
設備IDの認定がされていない場合は、非化
石価値認定手続きの際に電源登録が必要と
なりますが、資料等をご提出していただく
ことは可能でしょうか。

設備IDは取得済みですが、契約者に別途通
知いたします。
運転開始日は、以下のとおりです。
１ 石河内第一発電所
  1950年５月31日
  ※増強（21,200kW→22,200kW）
   2003年４月１日
２ 田代八重発電所
  2000年４月１日
３ 綾第一発電所
  1958年４月12日
４ 綾第二発電所
  1959年３月９日（FITリプレース中）
５ 岩瀬川発電所
  1967年７月７日
６ 猿瀬発電所
  2004年４月14日

7 9/29
【容量市場の取り扱いについて】
容量市場には何電源で参入しておりますで
しょうか。

容量市場の登録は、以下のとおりです。
１ 石河内第一発電所
  安定電源
２ 田代八重発電所
  安定電源
３ 綾第一発電所
  安定電源
４ 綾第二発電所
  未登録（FITリプレース中）
５ 岩瀬川発電所
  安定電源
６ 猿瀬発電所
  発動指令電源
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8 9/29

【契約締結日および契約保証金の納付期限
について】
入札説明書の16「契約書の作成」(3)にて
「落札決定の日から起算して7日以内に契約
を結ばなければならない。」とあります
が、同説明書の8「開札の日時及び場所」に
記載がある令和7年11月5日から起算して7日
以内を契約締結日としてそれまでに契約保
証金を納付する必要がある、という認識で
お間違いないでしょうか。

落札決定の日とは、入札説明書12の入札参
加資格の確認後、同説明書13(2)の落札決定
を通知した日となります。
このため、この日から起算して７日以内に
契約を締結し、契約締結日までに契約保証
金を納付する必要があります。
なお、同説明書16(3)に記載のとおり、７日
以内の契約が困難な場合は、この限りでは
ありません。

9 9/29
【現在の契約について】
現在の契約会社と契約単価を教えていただ
くことは可能でしょうか。

現在の契約先は、九州電力株式会社です。
契約単価については、契約先の承諾などが
必要となることから、お答えできません。

10 10/3

【入札参加資格確認資料について】
・入札参加資格確認資料「イ 小売電気事
業者又は特定卸供給事業者として令和６年
度の電力供給実績が276,053,000kWh以上で
あることを確認できる書類」について、資
源エネルギー庁ＨＰに掲載されている、電
力調査統計「3-(1)̲電力需要実績」の提出で
問題ございませんでしょうか。

入札説明書12（１）イの電力供給実績を確
認できる書類については、電気関係報告規
則（昭和40年通商産業省令第54号）様式第
２等を御提出ください。

11 10/3

【入札参加資格について】
・入札参加資格について、種目記号「N－
05̲その他」を所持していれば、入札に参加
できるという認識で相違ございませんで
しょうか。

入札公告３（２）の入札参加資格要件につ
いては、御認識のとおりです。

12 10/3

【入札保証金について】
・入札保証金の支払期日についてご教授く
ださい。
・入札保証金の納付が免除されることはあ
るのでしょうか。
また、免除の対象となる場合の免除規定等
ございましたら、該当の規定を確認する方
法をご教授ください。
・入札保証金の支払方法をご教授くださ
い。

入札公告３（２）の入札参加資格要件を満
たす者は、企業局会計規程第88条第２項第
２号の全部免除規定が適用されます。な
お、免除に当たって、提出書類はありませ
ん。



令和7年10月14日

質問回答書

売払い物件の名称：石河内第一発電所ほか５か所で発電する電気の売却

No. 回答日 質問内容 回答

13 10/3

【契約保証金について】
・ 契約保証金の免除に関する記載の中で、
「種類及び規模をほぼ同じくする契約」と
いう表現がありますが、こちらについて具
体的な基準はございますでしょうか。
例）○○県より、本入札にて定める予定売
却電力量の△％以上の電気を購入していた
など
・ 契約保証金の免除に関する記載の中で、
「種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回
以上にわたって締結し、これらを全て誠実
に履行したことを証明する書面を提出」と
いう表現がありますが、履行したことを証
明する書面とは、具体的にはどういった書
面が該当するのでしょうか。
・ 契約保証金の支払方法をご教授くださ
い。

・入札説明書９（２）イの適用による契約
保証金納付の免除については、種類及び規
模の具体的な基準はありません。種類につ
いては、仕様書等により類似性があるか否
かを個別に判断し、規模については、過去
の契約数量ではなく契約額で判断します
が、過去の業務の状況等を総合的に考慮し
て、免除するか否かを判断します。
・履行したことを証明する書面は、契約書
の写し及び契約の相手方が発出した契約の
履行に関する合格通知等を提出していただ
きます。なお、合格通知等の書類を確認す
ることができない場合には、契約の相手方
の証明書をもって、合格通知等に代えるこ
とができます。
・契約保証金に関する規定については、企
業局会計規程第89条によりますが、現金納
付の場合、発注者が発行する納入通知書に
より納付していただきます。

14 10/3

【環境価値について】
・企業局さまが非化石価値の認定申請を行
うにあたり発生する諸手続に係る費用につ
いては、一度、企業局さまからJEPXへお支
払いし、その後、諸手続に係った費用を企
業局さまから契約者へ請求するという認識
で相違ございませんでしょうか。

御認識のとおりです。

15 10/3

入札参加説明書９入札保証金及び契約保証
金(2)契約保証金アについて
（１）銀行保証を利用することは可能で
しょうか。
（２）可能な場合、銀行所定のフォーマッ
トで問題ありませんでしょうか。
（３）所定フォーマットの中に、保証債務
履行請求期限を記載する必要があるのです
がここは何年何月何日を記載すべきでしょ
うか。

（１）銀行保証の利用は可能です。
（２）銀行所定のフォーマットで問題あり
ません。
（３）保証債務履行の請求の有効期限は、
保証期間経過後６か月以上確保してくださ
い。
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16 10/8

・契約保証金の納付免除項目に「種類及び
規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわ
たって契約」との記載がございますが、種
類というのは同じ水力発電の契約という認
識でよろしいでしょうか。

種類については、質問13に対する回答のと
おりであり、水力発電の契約に限るもので
はありません。

17 10/8

・契約保証金につきまして、銀行保証書で
の納付は可能でしょうか。
また、発行をするのに1か月以上時間を要す
る可能性があり契約締結までのお時間をい
ただくことは可能でしょうか。

銀行保証の利用については、質問15に対す
る回答のとおりです。
また、入札説明書16（３）のただし書きの
とおり、銀行保証書の発行に時間を要する
場合など、７日以内に契約を結ぶことが明
らかに困難な場合は、その旨を速やかに申
し出てください。

18 10/8
・銀行保証書が可能な場合、事前にメール
にて保証内容をご確認いただくことは可能
でしょうか。

入札説明書13（２）の落札者決定後に確認
することは可能です。

19 10/8
・環境価値は弊社に帰属する認識でよろし
いでしょうか。

仕様書12のとおり、契約者に帰属します。

20 10/8
・別紙1.2のデータをExcelにてご提供いただ
くことは可能でしょうか。

仕様書別紙１、２のエクセルデータを「質
問回答書No.20（補足資料１）」として掲載
しましたので、そちらを御確認ください。

21 10/8

・入札参加資格確認申請書の日付は作成日
の日付を記入する認識でよろしいでしょう
か。
また、提出期限について11月7日消印のもの
であれば到着が11月7日以降でも提出を認め
ていただけるという認識でよろしいでしょ
うか。

入札参加資格確認申請書の日付は、入札説
明書13（２）の落札決定通知以降に作成し
た日付で問題ありません。
また、入札説明書12（２）のとおり、申請
書等の提出については、発注機関の長が申
請を指示した日の翌日から起算して２日以
内の消印を求めており、到着日では判断し
ておりません。

22 10/8

・過去実績で変更は最大1日何回ありますで
しょうか。
また、変更の時間指定(変更するコマは5時
間後から等)は可能でしょうか。

変更記録の履歴がないことから回数をお答
えすることはできませんが、仕様書８の事
由が生じた場合に、１日数回程度の変更が
見込まれます。
また、変更の時間指定は、仕様書８の事由
を除けば可能ですが、詳細については、企
業局と契約者とで交わす運用申合書で定め
ます。
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23 10/8

・夜間(17時以降)の変更はありますでしょ
うか。
ある場合、変更に対応できない場合どのよ
うな対応になりますでしょうか。

仕様書８の事由以外で夜間（17時以降）に
変更することはありません。
仕様書８の事由による変更には、対応して
いただく必要があります。

24 10/8

・天候等により発電量が変更になる場合、1
コマ最大でどのくらいの数量が変わります
でしょうか。(【例】6,000kWh→0kWhに発
電量が減る等)
また、過去に実際に変更した際のExcel等あ
ればご提供いただくことは可能でしょう
か。

仕様書８の事由による変更の場合は、当該
発電所の変化幅が最大となることがありま
す。
また、発電量の変更については、現契約者
とはFAXで運用しており、エクセル等の電
子データはありません。

25 10/8

・計画変更は電話とメールにてExcelで連絡
いただけますでしょうか。
また、変更部分を色付け等で明確にしてい
ただけますでしょうか。

質問３に対する回答のとおりです。

26 10/8

・発電計画のExcelは週間か月間かどちらに
なりますでしょうか。
また、30分単位48コマのkWh表記のExcelを
いただくことは可能でしょうか。

質問３に対する回答のとおりです。

27 10/9

売却仕様書「15託送供給等の契約（２）」
にて、対象発電所は契約者が発電契約者と
なる発電バランシンググループに所属する
旨の記載がありますが、当社は現時点で九
州エリアでの発電バランシンググループの
設定がなく、落札した場合に発電バランシ
ンググループを新規設定することでも問題
ないでしょうか。

問題ありません。なお、契約書案第15条第
２項に記載のとおり、契約締結後は速やか
に設定していただく必要があります。

・入札保証金については、質問12に対する
回答のとおりです。
・企業局会計規程については、県庁ホーム
ページ「宮崎県法規集のご案内」－「宮崎
県法規集（外部サイトへリンク）」で公開
しています。

（ＵＲＬ）
https://en3-jg.d1-law.com/miyazaki-
ken/d1w_reiki/reiki.html

28 10/14

【入札保証金について】
・入札保証金の支払が必要となる場合の支
払期日について、ご教授ください。
・企業局会計規程を参照したいのですが、
当該規定を参照できるページのリンク等を
共有いただくことは可能でしょうか。
・入札保証金は、将来的に返還されるので
しょうか。
また、返還される場合の返還時期について
ご教授ください。
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29 10/14

・契約保証金は、将来的に返還されるので
しょうか。
また、返還される場合の返還時期について
ご教授ください。

契約保証金の還付については、企業局会計
規程第93条第１項のとおりです。

30 10/14
・容量市場収入の金額についての詳細はご
共有いただけるのでしょうか。

容量確保契約に係る内容については、共有
できません。なお、容量市場収入の取扱い
については、仕様書13（１）のとおりで
す。

31 10/14
・直近1年における定期点検時期等が分かる
資料をご提供いただけますでしょうか。

令和６年度の定期点検時期等の資料を「質
問回答書No.31（補足資料２）」として掲載
しましたので、そちらを御確認ください。

32 10/14

・直近1年間における何らかのトラブルによ
る計画外停止が発生した回数およびそれぞ
れの停止期間をご教示いただけますでしょ
うか。

令和６年度の設備故障等のトラブルの資料
を「質問回答書No.32（補足資料３）」とし
て掲載しましたので、そちらを御確認くだ
さい。
なお、発注者の原因によらない停止及び仕
様書別紙２に示す長期停止は含まれており
ません。

33 10/14
・非化石価値は全量受注者に帰属するとい
う理解でよろしいでしょうか。

御認識のとおりです。

34 10/14

・非化石価値の認定種別（再エネ指定有
無）と種別ごとの予定売却量をご教示いた
だけますでしょうか。またバイオマス比率
算定は毎月行っていらっしゃいますでしょ
うか

対象発電所は、非ＦＩＴ非化石電源かつ再
エネ指定「有」であり、仕様書別紙１の予
定売却電力量の全量が対象となります。な
お、バイオマス発電所は所有しておりませ
ん。


